
(証券コード6279)

平成29年４月26日

株 主 各 位
大阪府摂津市南別府町15番21号

代表取締役社長 和 田 　 昇

第54回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第54回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年５月16日（火曜日）午後４

時45分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　　 時 平成29年５月17日（水曜日）午前10時開会

２．場　　　 所 大阪府摂津市南別府町15番21号

当社本社（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第54期（平成28年２月21日から平成29年２月20日まで）

事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査

役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第54期（平成28年２月21日から平成29年２月20日まで）

計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

○　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

○　株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項を修正する必要が生じた

場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.zuiko.co.jp/）に

掲載いたしますので、ご了承ください。
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（添付書類）

事　　業　　報　　告

(平成28年２月21日から
平成29年２月20日まで)

Ⅰ　企業集団の現況に関する事項

１．事業の経過及びその成果

(1）事業の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日銀の財政・金融政策によ

り雇用や所得環境が改善し、緩やかな景気回復基調が続いたものの、急激な

為替の変動や天候不順の影響もあり、内需は力強さに欠け企業業績の先行き

に不透明感が漂う状況となりました。

また、世界経済におきましては、英国のＥＵ離脱や米国の新政権への移行

などにより先行きに不透明な状況が継続しているものの、欧米諸国における

景気は緩やかながらも回復基調となりました。一方、中国経済の成長は為替

の元安基調を受け一時的な低下を見ましたが、緩やかながらも持ち直しつつ

ある状況となりました。また、新興国においては、各国における成長度合に

差が見られるものの、全体的に堅調な成長が続きました。

このような経営環境のもと、当社グループでは、経営理念である「技術深

耕」に基づき、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指して、国内外

問わず積極的に業務を展開し、市場シェア拡大に努めました。しかしながら、

衛生用品製造機械におけるグローバル市場での中国メーカーなどの台頭など

からシェア獲得競争が厳しさを増したことや、国内におけるインバウンド需

要の一巡によって設備投資動向に落ち着きが見られ始めたことなどから、受

注環境は厳しい状況となりました。

主な製品別売上高につきましては、生理用ナプキン製造機械2,620百万円

（前期比96.8％増）、小児用紙オムツ製造機械16,422百万円（同34.9％減）、

大人用紙オムツ製造機械6,072百万円（同52.8％増）、その他機械789百万円

（同58.6％減）、部品1,251百万円（同20.3％増）となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高27,263百万円

（前期比18.8％減）、営業利益2,103百万円（同42.4％減）、経常利益2,224

百万円（同40.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益1,126百万円（同

55.2％減）となりました。

また、個別の業績につきましては、売上高20,659百万円（前期比24.4％減）、

営業利益1,839百万円（同40.6％減）、経常利益1,903百万円（同45.7％減）、

当期純利益818百万円（同65.3％減）となりました。

なお、受注状況につきましては、当連結会計年度中の受注高22,085百万円

（前期比33.6％減）、当連結会計年度末の受注残高14,173百万円（同26.8％

減）となりました。
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（製品別売上高）

製 品 別
第53期(平成28年２月期) 第54期(平成29年２月期) 前 期 比

増 減 ( △ )売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

生理用ナプキン製造機械 1,331 4.0 2,620 9.6 96.8

小児用紙オムツ製造機械 25,210 75.1 16,422 60.2 △34.9

大人用紙オムツ製造機械 3,975 11.8 6,072 22.3 52.8

そ の 他 機 械 1,904 5.7 789 2.9 △58.6

部 品 1,040 3.1 1,251 4.6 20.3

そ の 他 96 0.3 106 0.4 10.4

合 計
( う  ち  海  外 )

33,559
(16,619)

100.0
(49.5)

27,263
(13,977)

100.0
(51.3)

△18.8
(△15.9)

（製品別受注状況）

製 品 別
第53期(平成28年２月期) 第54期(平成29年２月期) 前 期 比 増 減(△)

受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高

　百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

生理用ナプキン製造機械 1,197 1,848 2,616 1,844 1,419 △4

小児用紙オムツ製造機械 20,637 11,942 12,279 7,799 △8,357 △4,142

大人用紙オムツ製造機械 8,241 4,760 5,489 4,176 △2,752 △583

そ の 他 機 械 2,069 800 341 353 △1,727 △447

部 品 1,040 － 1,251 － 211 －

そ の 他 96 － 106 － 10 －

合 計
(う ち 海 外)

33,282
(16,876)

19,351
(12,054)

22,085
(11,784)

14,173
(9,861)

△11,196
(△5,091)

△5,178
(△2,193)

(2）対処すべき課題

当社グループを取り巻く事業環境におきましては、欧米系競合メーカーの

存在に加え、中国系競合メーカーの台頭などにより、グローバルマーケット

におけるシェア獲得競争がこれまで以上に激化することが予想されます。

このような状況のもと、当社グループでは経営理念である「技術深耕」を

改めて見つめ直し、持続的な成長をすることで企業価値を高め、様々なステ

ークホルダーの要請に応えながら、社会の発展に貢献する経営を推進してま

いります。また、2020年度に向けて策定した「中期経営計画」に掲げる重点

施策として以下の３点に取り組んでまいります。
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①  成長戦略

顧客ニーズを捉えて確実に応えるとともに、潜在的シーズを探究すること

で新製品・新サービスの提案や、工場の生産体制の 適化などの様々なソリ

ューションといったさらなる付加価値創出などを行うことにより、“瑞光ブ

ランド”の浸透を図ってまいります。また、アジア、南米の各拠点における

生産体制や、サービス力、サポート力を高めることで、グローバルマーケッ

トにおけるシェア拡大に努めてまいります。

②  競争力強化

「ひとの暮らしをソフトにつつむ」をテーマに、製品の安全性と高い品質

を確保するとともに、高付加価値技術の提案による競合メーカーとの差別

化、新技術・新商品創出のための技術開発、海外子会社との連携を密にした

コスト削減に加え、グループ全体での品質並びに開発力の強化を実現するこ

とで競争力強化を図ってまいります。

③  人材力・組織力強化

当社及び当社グループでは、次なる成長に向けて、更に発展していくため

に、「技術深耕　～けっして　あきらめず　出来なかったことを　出来るよ

うにする～」という経営理念を共有し、グループ全体で経営理念の啓発や実

践を通じ、将来へ向けて従業員の成長を促すとともに、一人一人の“やりが

い”を高揚させる企業風土を醸成してまいります。また、“より強い瑞光”

を具現化するために、組織のガバナンス強化を図り、グローバル企業として

の飛躍を目指してまいります。

これらの重点施策を中長期的な経営戦略として着実に実行し、当社グルー

プ一丸となって、「中期経営計画」に掲げる2020年度の目標である連結売上

高：400億円、連結営業利益率：10％、ＲＯＥ：10％の達成を目指すととも

に、企業価値の向上に努めてまいります。
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２．当社グループの財産及び損益の状況の推移

区 分
第51期

(平成26年２月期)
第52期

(平成27年２月期)
第53期

(平成28年２月期)

第54期
(当連結会計年度)
(平成29年２月期)

売 上 高 (百万円) 28,785 27,658 33,559 27,263

経 常 利 益 (百万円) 4,009 2,655 3,742 2,224

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 2,733 1,818 2,512 1,126

１株当たり当期純利益(円) 416.14 276.88 382.63 171.53

総 資 産 (百万円) 33,179 34,700 38,383 33,055

純 資 産 (百万円) 19,727 21,968 23,403 23,551

１株当たり純資産額(円) 3,003.68 3,344.88 3,563.39 3,582.80

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により、また１株当たり純資産額につい

ては期末発行済株式総数に基づき算出しております。

３．設備投資等及び資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資総額は947百万円であり、その主なものは、瑞光

（上海）電気設備有限公司の工場建設に係る支出によるものであります。

これらに要する資金は、全額自己資金でまかなっております。
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４．重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金
当 社 の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

瑞光（上海）電気設備

有 限 公 司

中華人民共和国

上海市

1,850万米

ドル
100.0％

生理用ナプキン製造機

械・紙オムツ製造機械の

製造及び部品の販売

株式会社瑞光メディカル 大阪府摂津市 75,000千円 100.0％

医療材料及びその他医

療用消耗品の製造販売

ペット用品及び介護用

品の製造販売

Z U I K O  I N C .
アメリカ合衆国

ジョージア州

150万米

ドル
100.0％

生理用ナプキン製造機

械・紙オムツ製造機械及

び部品の販売並びにサ

ービス業務

ZUIKO INDUSTRIA DE

M A Q U I N A S  L T D A .

ブラジル連邦共和国

サンパウロ州

2,900万

ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ
100.0％

生理用ナプキン製造機

械・紙オムツ製造機械の

製造及び部品の販売

ZUIKO MACHINERY

(THAILAND)CO.,LTD.

タイ王国

バンコク都

7,400万

ﾀｲﾊﾞｰﾂ
100.0％

生理用ナプキン製造機

械・紙オムツ製造機械及

び部品の販売並びにサ

ービス業務

PT.ZUIKO MACHINERY

I N D O N E S I A

インドネシア共和国

西ジャワ州

240万米

ドル

100.0％

（1.0％）

生理用ナプキン製造機

械・紙オムツ製造機械及

び部品の販売並びにサ

ービス業務

（注）１．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

２．ZUIKO MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.は平成29年２月に3,800万タイバーツ、

PT.ZUIKO MACHINERY INDONESIAは平成29年１月に120万米ドルの増資を行い、資本金

が増加しております。

３．当社の議決権比率の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

５．主要な事業内容

生理用ナプキン製造機械、紙オムツ製造機械及びそれらに付随する機械装置、

部品を製造販売しております。これらは、すべて受注生産の形態をとっており

ます。
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６．主要拠点等

（当社）

本社並びに工場 大阪府摂津市

鳥飼中工場 大阪府摂津市

鳥飼上工場 大阪府摂津市

鳥飼本町工場 大阪府摂津市

鶴野工場 大阪府摂津市

（瑞光（上海）電気設備有限公司）

本社並びに工場 中華人民共和国

（株式会社瑞光メディカル）

本社並びに工場 大阪府摂津市

（ZUIKO INC.）

本社 アメリカ合衆国

（ZUIKO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.）

本社並びに工場 ブラジル連邦共和国

（ZUIKO MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.）

本社 タイ王国

（PT.ZUIKO MACHINERY INDONESIA）

本社 インドネシア共和国

７．使用人の状況

(1）企業集団の状況

使用人数　    625名（前連結会計年度末比11名減）

(2）当社の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

280名 10名減 36.0歳 8.8年

（注）上記使用人数には、臨時従業員（パートタイマー及び嘱託）30名は含んでおりません。
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Ⅱ　会社の株式に関する事項

１．発行可能株式総数 19,000,000株

２．発行済株式の総数 6,567,599株（自己株式632,401株を除く。）

３．単元株式数 100株

４．株主数 3,148名

５．大株主（上位10名）

株 主 名 持株数 持株比率

千株 ％

THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LIMITED 1,037 15.79

有 限 会 社 和 田 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 900 13.70

和 田 明 男 500 7.62

N O R T H E R N  T R U S T  C O . ( A V F C ) R E - H C R 0 0 327 4.98

T H E  C H A S E  M A N H A T T A N  B A N K，  N． A．  L O N D O N
S P E C I A L  O M N I B U S  S E C S  L E N D I N G  A C C O U N T

298 4.55

ユ ニ ・ チ ャ ー ム 株 式 会 社 245 3.73

B N P  P A R I B A S  S E C U R I T I E S  S E R V I C E S  L U X E M B O U R G
/ J A S D E C / H E N D E R S O N  H H F  S I C A V

198 3.02

白 十 字 株 式 会 社 153 2.34

株 式 会 社 G M  I N V E S T M E N T S 130 1.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 121 1.85

（注）１．当社は、自己株式を632,401株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

　　　　　ます。

　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

Ⅲ　新株予約権等の状況

１．当事業年度の末日において当社役員（社外取締役を除く取締役）が保有して

いる職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

平成28年５月17日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

　　59個

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

　　普通株式　5,900株（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の払込金額

　　１個当たり　373,400円（１株当たり　3,734円）

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１個当たり　100円（１株当たり　1円）

・新株予約権を行使することができる期間

　　平成28年６月２日から平成78年６月１日まで
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・新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、顧問、相談役、執行役員及び従業員のい

ずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には

翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使で

きるものとします。新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株

予約権を一括してのみ行使することができるものとします。その他の新株予

約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約」において定めるものとします。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役（社外取締役を除く） 59個 5,900株 3人

(注)払込金額に基づく債務は、当社に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込はありません。

２．当事業年度中に職務執行の対価として使用人等（執行役員等）に対し交付し

た新株予約権の状況

平成28年５月17日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

　　18個

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

　　普通株式　1,800株（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の払込金額

　　１個当たり　373,400円（１株当たり　3,734円）

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　１個当たり　100円（１株当たり　1円）

・新株予約権を行使することができる期間

　　平成28年６月２日から平成78年６月１日まで

・新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、顧問、相談役、執行役員及び従業員のい

ずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には

翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使で

きるものとします。新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株

予約権を一括してのみ行使することができるものとします。その他の新株予

約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約」において定めるものとします。

・当社使用人等への交付状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

当 社 使 用 人 18個 1,800株 6人

(注)払込金額に基づく債務は、当社に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込はありません。
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Ⅳ　会社役員に関する事項

１．取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 和 田 隆 男

代 表 取 締 役 社 長 和 田 　 昇 株式会社瑞光メディカル　代表取締役社長

取 締 役 梅 林 豊 志

取 締 役 小 林 英 三

日本証券金融株式会社　代表取締役社長
クロスプラス株式会社　社外取締役
アニコムホールディングス株式会社　社外取締役
藤森工業株式会社　社外取締役

取 締 役 日 置 政 克

株式会社小松製作所　顧問
ＴＨＫ株式会社　社外取締役
株式会社すき家本部　社外取締役
マーサー・ジャパン株式会社　シニアフェロー
立命館大学大学院経営管理研究科　客員教授

特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会　理事

常 勤 監 査 役 鶴 田 龍 一

監 査 役 西 川 正 一 西川産業株式会社　代表取締役社長

監 査 役 竹 内 隆 夫 竹内総合法律事務所　弁護士

（注）１．取締役小林英三、日置政克の両氏は社外取締役であり、常勤監査役鶴田龍一、監査役西

川正一及び竹内隆夫の３氏は、社外監査役であります。

　　　２．常勤監査役鶴田龍一氏は、パナソニック株式会社において長年、国内外にて財務・経理

部門の主要ポジションを経験され、財務・会計の知見を有しております。加えて、同社

の監査役室長、海外子会社の経営幹部及びパナソニック電工株式会社（現 パナソニック

株式会社）の監査役の経験も有しております。

　　　３．取締役小林英三、日置政克及び常勤監査役鶴田龍一の３氏は、東京証券取引所が指定を

義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　　　４．当社は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款の規定に基づき、社外取締役及び社外

監査役全員と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないと

きは、法令の定める 低責任限度額としております。

２．取締役及び監査役の報酬等の総額

(1）報酬等の決定に関する方針

取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役全員

及び監査役全員のそれぞれの報酬限度額の範囲内で決定しております。取締

役の報酬の決定にあたっては、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保す

る観点から独立役員である社外取締役を委員に含む任意の｢役員人事・報酬諮

問委員会｣において報酬制度及び報酬案の妥当性を審議し、その結果を取締役

会に助言することとしております。

報酬制度は、固定報酬である｢基本報酬｣、短期インセンティブとしての｢業

績連動報酬｣、長期インセンティブとしての｢株式報酬型ストック・オプショ

ン｣から構成されております。
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｢業績連動報酬｣は、業績向上への意欲を高めるため、売上高、営業利益な

どを指標とした全社及び担当事業の業績評価と連動し決定しております。

｢株式報酬型ストック・オプション｣は、株主の皆様と利益意識を共有し、

長期的な視点で企業価値向上に取り組むために割り当てております。

なお、社外取締役及び監査役は、固定報酬である｢基本報酬｣のみ支給して

おります。

（2）取締役及び監査役の報酬額等

区 分 支 給 人 数 報酬等の総額
報 酬 等 の 内 訳

基 本 報 酬 業 績 連 動 報 酬
株 式 報 酬 型

ストック・オプション

取締役 5名 182,944千円 133,022千円 33,400千円 16,522千円

(うち社外取締役) (2名) (10,800千円) (10,800千円) (－) (－)

監査役 3名 15,000千円 15,000千円 (－) (－)

(うち社外監査役) (3名) (15,000千円) (15,000千円) (－) (－)

計 8名 197,944千円 148,022千円 33,400千円 16,522千円

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成28年５月17日開催の第53回定時株主総会において、年額300

百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内、使用人分給与は含まない。）と決議いた

だいております。また別枠で、平成28年５月17日開催の第53回定時株主総会において、

株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内（社外取締役は除く）

と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成20年５月16日開催の第45回定時株主総会において、年額30

百万円以内と決議いただいております。
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３．社外役員に関する事項
(1）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況
当社と当該法
人等との関係

社 外 取 締 役

小 林 英 三

クロスプラス株式会社　社外取締役
日本証券金融株式会社　代表取締役社長
アニコムホールディングス株式会社　社外取締役
藤森工業株式会社　社外取締役

－

日 置 政 克

株式会社小松製作所　顧問
ＴＨＫ株式会社　社外取締役
株式会社すき家本部　社外取締役
マーサー・ジャパン株式会社　シニアフェロー
立命館大学大学院経営管理研究科　客員教授
特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会　理事

－

社 外 監 査 役

鶴 田 龍 一 － －

西 川 正 一 西 川 産 業 株 式 会 社 代表取締役社長
西川産業株式会社
からの商品仕入

竹 内 隆 夫 竹内総合法律事務所 弁 護 士 －

(2）当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

発 言 状 況

社 外 取 締 役

小 林 英 三 10/11回 －

経営者としての立場から金融や経済
の分野に関する幅広い経験・知識に
基づき持続的な会社運営の要諦とな
る発言を行っております。

日 置 政 克 11/11回 －

グローバル企業かつ製造業における
経営部門での責任者としての見識・
経験に基づき経営体質の改善に向け
ての枢要な発言を行っております。

社 外 監 査 役

鶴 田 龍 一 16/16回 16/16回

国内外の幅広い財務及び会計や経営
に携った豊富な経験や知識に基づ
き、取締役会では意思決定の妥当性・
適法性について適宜発言し、監査役
会では監査役会の議長として会社法
に基づき、適切な議案を設定すると
ともに、主に内部統制体制の構築や
会計システムの整備等について、適
宜発言を致しております。

西 川 正 一 13/16回 13/16回

会社経営者の立場に基づき、事業全
般にわたり取締役会では意思決定の
適法性・妥当性について、また監査
役会でも、内部統制の有効性等につ
いて、適宜発言を致しております。

竹 内 隆 夫 16/16回 16/16回

弁護士としての企業法務等に関する
専門的知見に基づき、取締役会では
意思決定の適法性・妥当性につい
て、また監査役会でも、内部統制の
有効性等について、適宜発言を致し
ております。

（注）１．小林英三及び日置政克の両氏は第53回定時株主総会おいて選任された新任者であるため、

取締役会の出席状況が社外監査役と異なります。

２．上記の取締役会開催数のほか、会社法第370条に基づき取締役会決議があったものとみな

す書面決議が１回ありました。

－ 12 －



Ⅴ　会計監査人の状況

１．会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

27,000千円

３．会計監査人に当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額

27,000千円
（注１）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませ

んので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（注２）監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算定

根拠などが適切であるかどうかについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報

酬等について同意の判断をいたしました。

（注３）当社の重要な子会社のうち、瑞光（上海）電気設備有限公司等４社は、当社の会計

監査人以外の監査法人の監査を受けております。

４．会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す

る議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。こ

の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会にお

いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

５．会計監査人が過去２年間に受けている業務停止処分

金融庁が平成27年12月22日付で発表した業務停止処分の概要

(1）処分対象者

新日本有限責任監査法人

(2）処分内容

３か月間の新規契約の締結に関する業務停止

（平成28年１月１日から平成28年３月31日まで）

(3）処分理由

監査法人の運営が著しく不当と認められたため。

社員の過失による虚偽証明を行ったため。
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Ⅵ　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び当該体制の運

用状況は、以下のとおりです。

１．業務の適正を確保するための体制

(1）取締役の職務執行の適法性を確保するための体制

①　「経営理念」「取締役会規程」「役員規程」「コンプライアンス規程」

等の社内規程を制定し、取締役会が法令及び定款に則って行動するように

徹底する。

②　取締役会等を通じて取締役に積極的に発言を行わせることにより監督機

能を整備し、また、社外取締役を複数名選定することにより、強固な監督

機能を具備する。

③　監査役及び監査役会による監査等が実施されるとともに、「執行役員会

議」等を設ける。

(2）取締役の職務執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により

適切に保存する。また、各種決裁事項についても、担当部署により適切に保

存する。

(3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「コンプライアンス規程」「リスクマネジメント規程」「安全衛生管理規

程」「情報システム管理規程」等を中心にリスク情報を収集し、その重要性

に応じてリスクへの対応を図る。

(4）取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

①　「稟議規程」の運用、取締役会と役員の役割分担、各部門長への権限委

譲の徹底、経営上重要な情報の正確かつ迅速な収集・伝達のためのITシス

テム整備により、意思決定の迅速化を図る。

②　「年間見通し」「中期計画」等を策定し、月次決算においてその状況を

確認・検証のうえ、その対策を立案・実行する。

(5）使用人の職務執行の適法性を確保するための体制

①　「瑞光グループ倫理方針」等の社内規程の策定やコンプライアンス順守

の取り組み、階層別研修をはじめとする各種の啓発活動を行う。

②　「内部統制監査」等の実施、各種ホットラインの運用を通じて不正行為

の早期発見に努める。

③　反社会的勢力に対しては、管理部を対応総括部署として一切の関係遮断

を図る。
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(6）企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　「瑞光グループ倫理方針」及び「稟議規程」の運用、グループ横断的な

職能規程の策定、グループ子会社への取締役及び監査役の派遣・株主権の

行使、内部監査部門による定期的な監査の実施、目標の共有化及び通達等

により、当社の内部統制システムの基本方針をグループ子会社に周知する

とともに、子会社との間で適切な情報伝達等を行う。

②　上記各体制のもとで当社グループの業務の適正を確保することにより、

金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についても適切な対応を

行う。

(7）監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき監査役事務局（スタッフ）を設置し、一定の独

立性を有するように努める。

(8）監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に

関する事項

①　各監査役が、監査役スタッフへの指揮命令を行い、監査役スタッフは、

それに従って監査役の職務の補助を行う。

②　監査役スタッフの異動、処遇等の人事事項は、監査役と人事課が事前協

議のうえ実施する。

(9）当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社監査役に報告をするための体

制

①　当社及び子会社の取締役及び使用人等が、各社の監査役主催の定例会等

において業務の運営や課題等について報告するとともに、監査役に対して

重要会議へ出席することを要請して適宜報告する。また、子会社の監査役

は、各社における報告内容に関し、当社監査役に対して適宜報告する。

②　「監査役通報システム」によって、会計及び監査における不正や懸念事

項について、当社及び子会社の使用人等が直接、当社の監査役会に通報す

る体制を構築する。

(10）監査役への報告をした者が報告を理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制

報告者に対し報告を理由とした不利な取扱いが行われないよう、関連部門

に要請する。また、「監査役通報システム」において、匿名での通報を認め

るとともに、通報したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
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(11）監査役の職務執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針

①　「監査役監査基準」に従い、監査の実効性を確保するために、監査役の

職務の執行上必要と見込まれる費用について予算を計上することがある。

②　緊急または臨時に支出した費用についても、法令に則って会社が前払い

または償還する。

③　監査役は監査費用の支出にあたってその効率性及び適正性に留意する。

(12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　「内部監査室」を設置し、毎月の報告・連絡会を実施する。なおそれら

の人事事項は、監査役の同意を必要とする。

②　当社監査役と子会社の監査役との連携を図るために、当社常勤監査役に

対し適宜報告する。

③　各部門は監査役による国内外の事業場往査に協力し、内部監査部門も監

査役に適宜報告するなど、監査役と連携することにより、監査役監査の実

効性向上に協力する。

(注)グループ子会社とは、会社法上の子会社をいう。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、前述の内部統制システムの整備を行い、取締役会において継続的に

経営上のリスクについて検討しております。また、必要に応じて、社内諸規程、

個々の業務及び業務フローの見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向

上させるように努めております。

　また、内部監査室は独立した観点から定期的に実査を中心として監査を実施

しており、法令・定款及び社内規程等に違反している事項がないかを検証して

おります。常勤監査役も、監査役監査の他、代表者及び管理職者との面談、社

内の重要会議への出席等を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスについ

ての重大な違反等が無いよう監視しております。
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Ⅶ　会社の支配に関する基本方針

当社及び当社グループは、紙オムツ・生理用ナプキン製造機械の専門メーカー

として、時代の変化に対応する柔軟な発想を持ち、「技術深耕　～けっして　あ

きらめず　出来なかったことを　出来るようにする～」という経営理念に基づき、

「求道」「利次」「進取」の三つを経営理念と位置付け、国内はもとより海外に

も積極的に業務展開し、ユーザーのニーズに応える受注体制で業務基盤を拡大す

ることにより「グローバルＮＯ．１」へと発展していくことを目指しています。

この社是及び経営理念のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため

に、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする、当社にかかわる

様々なステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識し、中長期的な視点

に立った企業活動を行うことで当社の企業価値向上及び株主共同の利益の確保に

努めてまいります。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方につきましては、当社

が上場会社である以上、基本的には当社株式の大規模な買付も自由であり、 終

的には上記のような観点から株主の皆様が判断されるべきであると考えておりま

す。しかしながら、当社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なう可能性

がある大規模な買付行為がなされた場合の具体的な対応策等につきましては、状

況に応じ然るべき対策を株主の皆様にお諮りすることも含め、今後とも慎重に検

討をすすめます。

Ⅷ　剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元

を も重要な施策のひとつと考えて経営にあたってまいりました。この基本的な

考えのもと、配当については、株主の皆様からの投下資本に対するリターンとの

見地から連結業績に応じた利益配分を基本とし、連結配当性向20％を目安に安定

的かつ継続的な成長を目指しております。また、自己株式取得については、戦略

投資や財務状況を総合的に勘案しつつ、１株当たりの株主価値と資本収益性の向

上にとって必要と認める場合には、適宜実施することとしております。

当事業年度は、この基本方針及び財務体質の状況等を総合的に勘案し、平成28

年11月１日に実施した中間配当40円と期末配当25円を合わせ、１株当たりの年間

配当を65円とさせていただきます。

なお、当事業年度の自己株式取得については、単元未満株式の買取りなど軽微

なものを除き実施しておりません。

今後も不透明な経営環境が続くことが想定されますが、引き続き業績向上と財

務体質強化に取り組み、株主の皆様に対する利益還元につなげてまいります。

－ 17 －



連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年２月20日現在）
（単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

保 険 積 立 金

そ の 他

23,969,318

10,628,064

5,201,182

1,576,519

31,790

4,770,290

1,118,948

237,376

127,326

507,388

△229,569

9,085,875

7,327,780

1,862,838

475,084

3,434,793

230,644

1,134,706

189,712

516,689

362,961

153,727

1,241,405

1,120,497

19,502

101,405

流 動 負 債 8,840,997

支払手形及び買掛金 2,801,384

電 子 記 録 債 務 1,565,910

リ ー ス 債 務 66,446

未 払 金 429,535

未 払 法 人 税 等 100,387

未 払 消 費 税 等 331,872

前 受 金 3,223,250

賞 与 引 当 金 206,173

役 員 賞 与 引 当 金 29,400

そ の 他 86,636

固 定 負 債 662,214

繰 延 税 金 負 債 134,875

退職給付に係る負債 32,410

リ ー ス 債 務 175,854

長 期 未 払 金 290,913

資 産 除 去 債 務 28,161

負 債 合 計 9,503,212

純 資 産 の 部

株 主 資 本 23,274,389

資 本 金 1,888,510

資 本 剰 余 金 2,750,330

利 益 剰 余 金 19,230,977

自 己 株 式 △595,428

その他の包括利益累計額 256,028

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 607,222

土地再評価差額金 △1,165,229

為替換算調整勘定 825,251

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △11,215

新 株 予 約 権 21,563

純 資 産 合 計 23,551,982

資 産 合 計 33,055,194 負 債 ・ 純 資 産 合 計 33,055,194

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年２月21日から
平成29年２月20日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 27,263,272

売 上 原 価 22,889,744

売 上 総 利 益 4,373,528

販売費及び一般管理費 2,270,452

営 業 利 益 2,103,075

営 業 外 収 益

受 取 利 息 55,754

受 取 配 当 金 26,067

そ の 他 41,006 122,828

営 業 外 費 用

そ の 他 962 962

経 常 利 益 2,224,941

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 225

受 取 損 害 賠 償 金 49,230 49,455

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,783 3,783

税金等調整前当期純利益 2,270,613

法人税、住民税及び事業税 582,949

過 年 度 法 人 税 等 393,699

法 人 税 等 調 整 額 167,397 1,144,046

当 期 純 利 益 1,126,567

親会社株主に帰属する当期純利益 1,126,567

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 19 －



連結株主資本等変動計算書

(平成28年２月21日から
平成29年２月20日まで)

（単位：千円)

株主資本

その他の

包括利益

累計額

資本金
資本

剰余金

利益

剰余金
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

当連結会計年度期首残高 1,888,510 2,750,330 18,728,338 △595,074 22,772,104 414,840

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △623,928 △623,928

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,126,567 1,126,567

自 己 株 式 の 取 得 △353 △353

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 連 結 会 計
年 度 変 動 額 ( 純 額 )

192,382

当連結会計年度変動額合計 － － 502,638 △353 502,285 192,382

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,888,510 2,750,330 19,230,977 △595,428 23,274,389 607,222

その他の包括利益累計額

新株

予約権
純資産合計土地

再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当連結会計年度期首残高 △1,165,229 1,373,786 7,738 631,136 － 23,403,240

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △623,928

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,126,567

自 己 株 式 の 取 得 △353

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 連 結 会 計
年 度 変 動 額 ( 純 額 )

－ △548,535 △18,954 △375,107 21,563 △353,543

当連結会計年度変動額合計 － △548,535 △18,954 △375,107 21,563 148,741

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △1,165,229 825,251 △11,215 256,028 21,563 23,551,982

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　６社

連結子会社の名称　　　　瑞光（上海）電気設備有限公司

株式会社瑞光メディカル

ZUIKO INC．

ZUIKO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

ZUIKO MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.

PT.ZUIKO MACHINERY INDONESIA

(2) 非連結子会社の名称等

該当する会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項

　　非連結子会社及び関連会社がないため、該当する会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である瑞光（上海）電気設備有限公司、ZUIKO INC．、ZUIKO 

INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.、ZUIKO MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.及び

PT.ZUIKO MACHINERY INDONESIAの決算日は12月31日であります。連結決算日

との差は３か月以内であるため、当該連結子会社の決算日現在の計算書類を

基礎として連結を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な調整を行っております。

　連結子会社である株式会社瑞光メディカルの決算日は連結決算日と一致し

ております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法
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②　たな卸資産

原材料及び貯蔵品、商品及び製品

　主として先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品

　個別法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、平成10

年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用

しております。

また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　３～48年

　機械装置及び運搬具　３～15年

　　　②　リース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

　　　③　無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当連結

会計年度負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当連結会

計年度負担額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

①  退職給付見込額の期間帰属方法

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②  数理計算上の差異の費用処理方法

  数理計算上の差異は、各期における従業員の平均残存勤務年数期間内の

一定年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

①　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる機

　　械装置の製造等

　　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

②　その他

　　　工事完成基準及び出荷基準

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資産及

び負債は、当該連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めております。

(7) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）

  「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号  平成25年９月13日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成25年９月13

日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号  平成25年

９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更を行

っております。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの

適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当

連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更が当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 3,986,623千円

２．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してい

ます。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第

２条第４号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算定した価額に合理的な調整を行う方法により算出

再評価を行った年月日　　　　　平成14年２月20日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額

との差額

△666,636千円

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 7,200,000株
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２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議
株 式 の
種 類

配 当 金
の 総 額

１ 株
当 た り
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

平成2 8年５月1 7日
定 時 株 主 総 会

普通株式
361,222

千円
55円 平成28年２月20日 平成28年５月18日

平成2 8年1 0月３日
取 締 役 会

普通株式
262,705

千円
40円 平成28年８月20日 平成28年11月１日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結

会計年度になるもの

決 議 予 定
株 式 の
種 類

配当の
原 資

配 当 金
の 総 額

１ 株
当たり
配当額

基 準 日 効力発生日

平成2 9年５月1 7日
定 時 株 主 総 会

普通株式
利益
剰余金

164,189
千円

25円 平成29年２月20日平成29年５月18日

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 当連結会計年度末株式数

平成28年新株予約権 普通株式 7,700株

Ⅴ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

  当社グループは、資金運用については預金等、安全性の高い金融資産で

運用し、また、資金調達については資金用途や調達環境等を勘案し調達手

段を決定するものとしております。
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

  営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用

リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管

理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握す

る体制としております。

　投資有価証券に含まれる株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式

であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把

握する体制としております。

　支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、事業活動から生じた営業債

務であり、全て１年以内に支払期日が到来いたします。

　未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て１

年以内に納付期日が到来いたします。

　長期未払金は、役員退職慰労金の打切支給に係る債務であり、各役員の

退職時に支給する予定であります。

　リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目

的としたものであり、償還日は連結決算日後 長５年後であります。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場

合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお

いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成29年２月20日（当連結会計年度の決算日）における連結貸借対照表計上

額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金

(2)受取手形及び売掛金

(3)電子記録債権

(4)投資有価証券

　   その他有価証券

10,628,064

5,201,182

1,576,519

1,120,497

10,628,064

5,201,182

1,576,519

1,120,497

－

－

－

－

　  資産計 18,526,264 18,526,264 －

(1)支払手形及び買掛金

(2)電子記録債務

(3)未払法人税等

(4)長期未払金

(5)リース債務(固定負債)

2,801,384

1,565,910

100,387

290,913

175,854

2,801,384

1,565,910

100,387

291,023

176,694

－

－

－

109

839

　　負債計 4,934,449 4,935,398 949

　(注）金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

　 資産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券

  時価については、取引所の価格によっております。

   負債

(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、並びに(3)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額によっております。

(4)長期未払金

　時価については、合理的に見積った支払予定時期に基づき、国債の利率で

割り引いた現在価値によっております。

(5)リース債務(固定負債)

　元金利の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,582円80銭

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

171円53銭

171円39銭
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貸　 借　 対　 照　 表

（平成29年２月20日現在）
（単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

原 材 料

仕 掛 品

前 渡 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

繰 延 税 金 資 産

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

保 険 積 立 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

14,749,803

5,324,412

103,471

1,576,519

4,313,357

359,107

2,691,683

11,997

30,452

122,740

228,804

127,326

90,163

△230,232

9,487,011

4,720,918

862,686

13,570

91,853

8,354

131,400

3,388,285

224,767

248,052

247,268

683

100

4,518,040

1,120,497

745,979

2,552,045

19,502

12,533

67,480

流 動 負 債 5,761,797
支 払 手 形 762,222

電 子 記 録 債 務 1,565,910

買 掛 金 922,901

リ ー ス 債 務 65,074

未 払 金 249,460

未 払 法 人 税 等 62,136

前 受 金 1,927,045

預 り 金 14,682

前 受 収 益 1,826

賞 与 引 当 金 157,000

役 員 賞 与 引 当 金 29,400

そ の 他 4,137

固 定 負 債 660,566

繰 延 税 金 負 債 148,367

退 職 給 付 引 当 金 16,244

リ ー ス 債 務 170,822

長 期 未 払 金 290,470

資 産 除 去 債 務 28,161
そ の 他 6,500

負 債 合 計 6,422,363

純 資 産 の 部

株 主 資 本 18,350,894
資 本 金 1,888,510

資 本 剰 余 金 2,750,330

資 本 準 備 金 2,750,330

利 益 剰 余 金 14,307,482

利 益 準 備 金 206,864

その他利益剰余金 14,100,618

固定資産圧縮積立金 100,992

別 途 積 立 金 10,500,000

繰越利益剰余金 3,499,625

自 己 株 式 △595,428

評価・換算差額等 △558,007

その他有価証券評価差額金 607,222

土地再評価差額金 △1,165,229
新 株 予 約 権 21,563

純 資 産 合 計 17,814,451

資 産 合 計 24,236,815 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,236,815

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　 益　 計　 算　 書

(平成28年２月21日から
平成29年２月20日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 20,659,034

売 上 原 価 17,260,146

売 上 総 利 益 3,398,887

販売費及び一般管理費 1,559,109

営 業 利 益 1,839,778

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,218

受 取 配 当 金 26,067

受 取 賃 貸 料 20,292

そ の 他 21,952 71,529

営 業 外 費 用

賃 貸 収 入 原 価 6,994

為 替 差 損 517

そ の 他 0 7,512

経 常 利 益 1,903,795

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 51 51

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,491 3,491

税 引 前 当 期 純 利 益 1,900,355

法人税、住民税及び事業税 565,874

過 年 度 法 人 税 等 393,699

法 人 税 等 調 整 額 122,704 1,082,278

当 期 純 利 益 818,077

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成28年２月21日から
平成29年２月20日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,888,510 2,750,330 2,750,330 206,864 98,605 10,500,000 3,307,864 14,113,333

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △623,928 △623,928

当 期 純 利 益 818,077 818,077

固定資産圧縮積立金の

積立
2,387 △2,387 －

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 2,387 － 191,761 194,148

当 期 末 残 高 1,888,510 2,750,330 2,750,330 206,864 100,992 10,500,000 3,499,625 14,307,482

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

土地
再評価
差額金

評価・
換算差額等

合計

当 期 首 残 高 △595,074 18,157,099 414,840 △1,165,229 △750,389 － 17,406,709

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △623,928 △623,928

当 期 純 利 益 818,077 818,077

固定資産圧縮積立金の

積立
－ －

自 己 株 式 の 取 得 △353 △353 △353

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

192,382 － 192,382 21,563 213,946

当 期 変 動 額 合 計 △353 193,795 192,382 － 192,382 21,563 407,741

当 期 末 残 高 △595,428 18,350,894 607,222 △1,165,229 △558,007 21,563 17,814,451

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

関係会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

原材料

　主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並

びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　３～38年

機械及び装置　３～15年

(2) リース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

    (3) 無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当事業年

度負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当事業年度

負担額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

①  退職給付見込額の期間帰属方法

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期

間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②  数理計算上の差異の費用処理方法

  数理計算上の差異は、各期における従業員の平均残存勤務年数期間内の

一定年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる機械装置

の製造等

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(2) その他

　　工事完成基準及び出荷基準

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書

類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの

適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当

事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築

物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更が当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 3,201,960千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 981,189千円

短期金銭債務 35,745千円

長期金銭債務 6,500千円

３．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してい

ます。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第

２条第４号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算定した価額に合理的な調整を行う方法により算出

再評価を行った年月日　　　　　平成14年２月20日

再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との

差額

△666,636千円
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Ⅳ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 売上高 1,378,707千円

(2) 仕入高 171,100千円

(3) 営業取引以外の取引高 26,828千円

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 632,401株

Ⅵ．税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

長期未払金 89,618千円

貸倒引当金 71,200千円

売上原価 64,629千円

賞与引当金 48,450千円

関係会社株式 28,425千円

賃借倉庫設備 25,411千円

投資有価証券 25,234千円

研究開発費 21,153千円

研究開発資産 16,463千円

未払金 13,059千円

未払事業税 316千円

その他 9,793千円

繰延税金資産小計 413,759千円

評価性引当額 △56,685千円

繰延税金資産合計 357,073千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △232,065千円

固定資産圧縮積立金 △44,571千円

繰延税金負債合計 △276,637千円

繰延税金資産の純額 80,436千円
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Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記

１．子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称

議決権等

の所有(被

所有)割合

関連当事者

と の 関 係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

(千円)

子会社

瑞光(上海)電気

設備有限公司

所有

直接100％
なし

製品の販売
(注１)

992,205 売掛金 706,370

製品の購入
(注１）

82,086 買掛金 34,486

株式会社瑞光

メディカル

所有

直接100％

役員の兼任

（１名）

工場、事務所
及び機械設備
の賃貸(注２)

20,292 前受収益 1,826

賃貸物件の保
証金（注２）

－ 預り保証金 6,500

ZUIKO

INDUSTRIA DE

MAQUINAS

LTDA.

所有

直接100％
なし

製品の販売
(注１)

163,512 売掛金 112,688

ZUIKO

MACHINERY

(THAILAND)

CO.,LTD.

所有

直接100％
なし

製品の販売
(注１)

41,803 売掛金 5,771

製品の購入
(注１)

11,790 買掛金 －

資金の貸付
(注３)

122,740
関 係 会 社
短期貸付金

122,740

利息の受取
(注３)

2,936
そ の 他
流動資産

2,936

増資の引受
(注４)

124,640 － －

PT.ZUIKO

MACHINERY

INDONESIA

所有

直接99％

間接1％

なし

製品の販売
(注１)

2,778 売掛金 934

製品の購入
(注１)

50,518 買掛金 －

増資の引受
(注４)

137,688 － －

　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消
費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で合理的

に決定しております。
（注２）賃貸価格については、固定資産を時価評価し、その他諸経費を勘案し

た上、適正な利回りをもって算定しております。
（注３）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定して

おります。
（注４）増資の引受は、ZUIKO MACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.及びPT.ZUIKO 

MACHINERY INDONESIAの行った株主割当増資を引き受けたものであり
ます。
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２．役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

役 員 及
び そ の
近 親 者
が 議 決
権 の 過
半 数 を
所 有 し
て い る
会 社 等

西 川 産 業
株 式 会 社

被所有
直接0.1％

当社監査役
西川正一が
代表取締役
社長

商 品 仕 入 れ
（注）

79,425

電子記録
債 務

27,703

買掛金 3,505

　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消

費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）西川正一が第三者（西川産業株式会社）の代表者として行った取引であ

り、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 2,709円19銭

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

124円56銭

124円46銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年４月11日

株式会社　瑞　　　光

取締役会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 増 田 　 豊 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 村 上 和 久 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社瑞光の平成28年２月21日から
平成29年２月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社瑞光及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年４月11日

株式会社　瑞　　　光

取締役会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 増 田 　 豊 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 村 上 和 久 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社瑞光の平成28年２月21
日から平成29年２月20日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成28年２月21日から平成29年２月20日までの第54期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議

の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

（2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査

役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企

業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則

第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の

内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期

的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められま

せん。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

　（3）連結計算書類の監査結果

　　 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

平成29年４月18日

株式会社　瑞　　光　監査役会

常 勤 監 査 役 鶴 田 龍 一 

監 査 役 西 川 正 一 

監 査 役 竹 内 隆 夫 

（注）　常勤監査役鶴田龍一、監査役西川正一及び監査役竹内隆夫は、社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案し、

内部留保にも意を用い次のとおりとさせていただきたいと存じます。内部留保に

つきましては、企業価値向上のための投資等に活用し将来の事業展開を通じて株

主の皆様に安定的、継続的に還元させていただきたいと存じます。

つきましては、平成29年２月期の期末配当を、１株当たり25円の普通配当とさ

せていただきたいと存じます。

１．期末配当に関する事項及びその総額

(1）配当財産の種類　　金銭

(2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円

総額164,189,975円

２．剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年５月18日

なお、本議案が原案どおり承認可決された場合の年間配当金は、中間配当40円

と期末配当25円、合計65円となります。
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第２号議案　取締役７名選任の件

取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、機動的な経営基盤の強化を図るため取締役２名を増員し、次の７名の取

締役（うち社外取締役２名）の選任をお願いするものであります。

社外取締役については、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対

する意見を通じた業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性の確保及び取締役や

主要株主等との取引の監督の強化に向け、当社グループの経営に対する理解及び

多面的な経営判断に必要な見識・経験等を勘案し、候補者を決定しました。

これら７名の取締役の選任をご承認いただき、中期経営計画の目標達成に向け

た迅速かつ適切な業務執行機能及び健全かつ透明性の高いコーポレートガバナン

ス機能を有する経営体制を構築したいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏 　 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
和　　田　　隆　　男

(昭和20年12月24日生)

昭和38年４月　当社入社

昭和45年４月　当社取締役

昭和57年５月　当社常務取締役

昭和59年５月　当社専務取締役

昭和61年９月　当社取締役副社長

昭和63年５月　当社代表取締役副社長

平成３年５月　当社代表取締役社長

平成20年５月　当社代表取締役会長（現任）
47,062株

【取締役候補者とした理由】

和田隆男氏は、長年の経営者としての経験、

識見から、当社の経営理念である「技術深耕」

を率先垂範し、研究開発を重視したものづく

りを推進するとともに、人材育成など経営に

対する監督を適切に行っております。これら

のことから、取締役会は同氏を引き続き取締

役候補者としました。
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候 補 者
番 号

氏 　 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２
和　　田　　　　　昇

(昭和44年９月２日生)

平成11年２月　当社入社

平成12年６月　当社社長室長

平成13年５月　当社取締役社長室長

平成15年８月　当社取締役

平成18年９月　株式会社瑞光メディカル

代表取締役社長（現任）

平成20年５月　当社代表取締役社長（現任）

29,520株

【取締役候補者とした理由】

和田昇氏は、平成20年に当社代表取締役社長

に就任して以来、企業価値の向上を目指し、

海外展開を含む新たな仕組みづくりなど、当

社の経営における重要な事項に関し、積極的

な意見・提言を行っています。これらの経験

や知識を取締役会における経営戦略などの立

案・審議や業務執行の監督に活かすことによ

り、当社の成長を持続可能なものにすること

ができると判断しました。これらのことか

ら、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者

としました。

３
梅　　林　　豊　　志

(昭和38年９月29日生)

平成２年４月　当社入社

平成14年４月　当社設計部長

平成15年５月　当社取締役設計部長

平成23年１月　当社取締役（現任）

3,700株

【取締役候補者とした理由】

梅林豊志氏は、当社の中核である設計部門に

おいて長年にわたりリーダーシップを発揮

し、当社製品の競争優位を築いてきました。

また、当社の取締役として取締役会において

積極的に発言し、経営の重要事項の決定及び

業務執行に対する監督など適切な役割を果た

しております。グローバルな競争環境、ステ

ークホルダーの期待、これらに対する当社の

強みを熟知しており、事業統括責任者として

取締役会の意思決定機能を高めることができ

ると判断しました。これらのことから、取締

役会は同氏を引き続き取締役候補者としまし

た。
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候 補 者
番 号

氏 　 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

牧　　村　　員　　利

(昭和49年９月４日生)

新　　　　任

平成９年３月　当社入社

平成24年４月　当社設計部長

平成27年11月　当社執行役員設計部長

平成28年５月　当社執行役員ソリューション

事業統括部長（現任）

－株

【取締役候補者とした理由】

牧村員利氏は、入社以来、様々な技術開発に

従事して、当社の経営理念である「技術深耕」

を体現し、当社技術開発力の向上に寄与して

おります。また現在、技術開発のみならず営

業も含めた幅広い領域の業務を統括してお

り、当社の重要な事業部門の責任者として取

締役会の意思決定機能を高めることができる

と判断しました。これらのことから、取締役

会は同氏を取締役候補者としました。

５

徐　　　　　　　　毅

(昭和49年６月28日生)

新　　　　任

平成10年２月　当社入社

平成15年12月　瑞光（上海）電気設備有限公

司へ出向

平成25年５月　同社副総経理

平成27年５月　同社総経理（現任）

平成28年５月　当社執行役員（現任）

－株
【取締役候補者とした理由】

徐毅氏は、瑞光（上海）電気設備有限公司の

立上げ時に、中心的な立場で携わり、中国拠

点の礎を築き、当社の中国事業の成長を牽引

してきました。その経営能力は当社の取締役

会の活性化に資するものと判断しました。こ

れらのことから、取締役会は同氏を取締役候

補者としました。
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候 補 者
番 号

氏 　 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６

日　　置　　政　　克

(昭和25年７月30日生)

社 外 取 締 役 候 補 者

昭和50年４月  株式会社小松製作所入社

平成16年４月  同社執行役員

平成20年４月  同社常務執行役員

平成24年７月  同社顧問（現任）

平成25年12月  特定非営利活動法人技術立脚

型経営研究会理事（現任）

平成26年６月  ＴＨＫ株式会社

社外取締役（現任）

平成26年11月　株式会社すき家本部

社外取締役（現任）

平成27年２月　マーサー・ジャパン株式会社

シニアフェロー（現任）

平成27年４月  立命館大学大学院

経営管理研究科客員教授（現任）

平成28年５月　当社取締役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】

日置政克氏は、グローバル企業かつ製造業に

おける人事・総務を主とした経営部門での責

任者としての見識と豊富な経験を有してお

り、それによって当社経営の客観性・中立性

及び妥当性が確保されることを期待して、社

外取締役として当社の経営を監督していただ

くことが 適であると判断しましたので、引

き続き同氏を社外取締役候補者としました。
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候 補 者
番 号

氏 　 名
（生　年　月　日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

７

佐 々 木　　道　　夫

(昭和32年３月７日生)

社 外 取 締 役 候 補 者

新　　　　任

昭和57年３月　リード電機株式会社（現株式

会社キーエンス）入社

平成11年６月　同社取締役ＡＰＳＵＬＴ事業

部長兼事業推進部長

平成12年12月　同社代表取締役社長

平成22年12月　同社取締役特別顧問

　　　　　　　現在に至る

－株
【社外取締役候補者とした理由】

佐々木道夫氏は、グローバル企業における営

業・マーケティング分野を主とした責任者と

して、また会社経営者として多面的な経営判

断に必要な見識・経験等を有しており、それ

によって当社の経営を監督し、ガバナンス強

化をしていただくことが 適であると判断し

ましたので、同氏を社外取締役候補者としま

した。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．社外取締役候補者について

（1）社外取締役としての独立性について

　当社グループと兼職先との間に取引関係はなく、当社が定める基準により一般株主

と利益相反の生じるおそれがなく十分独立性を有していると判断しました。

（2）社外取締役との責任限定契約について

当社は、日置政克氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償を限定する契約を締結しております。日置政克氏の再任が承認され

た場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、佐々木道夫氏の

選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。なお、

当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

（3）当社の社外取締役に就任してからの年数について

　日置政克氏は本総会の終結時をもって、在任１年となります。

３．当社は日置政克氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

同氏が再任された場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、

佐々木道夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役

員として届け出る予定であります。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

の規定に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 　 名
（生　年　月　日）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

上 田 勝 久

（昭和40年７月10日生）

平成10年４月　公認会計士登録

平成10年８月　上田公認会計士事務所開設

平成19年５月　かがやき監査法人代表社員就任（現任）

平成19年６月　株式会社セキュアヴェイル社外監査役

平成28年６月　株式会社セキュアヴェイル取締役（監査

等委員）（現任）

－株

 （注）１．候補者と当社との間で、公認会計士として顧問契約を締結しておりますが、候補者が当

社監査役に就任する場合には、当該顧問契約を解約する予定です。

２．上田勝久氏は、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。

３．補欠の社外監査役候補者とした理由

上田勝久氏は、これまで社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したこと

はありませんが、公認会計士として企業会計に精通し、経験見識を有しておられます。

監査役に就任された場合でも当該知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと

期待して、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

４．上田勝久氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、任務を怠ったこと

による損害賠償責任について会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

５．本議案による上田勝久氏の補欠監査役選任に関しましては就任前に限り監査役会の同

意を得て、取締役会の決議により選任を取り消すことができることとさせていただきま

す。

以　上
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